
薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会  

平成20年4月21日（月）  

15時00分から17時30分まで  

航空会館 501、502会議室  

議 事 次 第  

1 開  
∠ゝ  
コ＝  

2 審  壬生 自我  

事：1議題  

（1）食品添加物の指定の可否について  

（2）食品中の農薬・動物用医薬品の残留基準設定について   

（3）ガラス製、陶磁器製又はホウロウ引きの器具又は容器包装の  

規格の改正について   

（4）アレルギー物質を含む食品に関する表示について  

2 報告事項  

（1）ネオテームの告示改正について  

（2）特定保健用食品（2件）  

（3）厚生労働省におけるリスクコミュニケーションの取組について  

（4）体細胞クローン家畜由来食品について  

（5）食品による窒息の現状把握と原因分析に関する研究   

3 閉  



平成20年4月 薬事・食品衛生審議会  
食 品 衛 生 分 科 会  

＜議題＞   

資料1－1   

資料2－1  

食品添加物の指定の可否について（ナイシン）   

食品中の農薬・動物用医薬品の残留基準設定について（イソプロチオラン）  

資料3－1－1  食品中の動物用医薬品の残留基準設定について  

（豚サーコウイルス（2型）感染症不活化ワクチン（油性アジュバンド加  
懸濁用液））  

資料3－2－1  食品中の動物用医薬品の残留基準設定について  

（肺化を目的としたニシン目魚類のブロノポールを有効成分とする魚卵用  
消毒剤）  

食品中の動物用医薬品の残留基準設定について  

（鶏サルモネラ症（サルモネラ・エンテリティディス・サルモネラ・ティ  
フィムリウム（アジュバンド加）不活化ワクチン））  

資料3－3－1  

食品中の農薬の残留基準設定について  

食品中の農薬の残留基準設定について  

食品中の農薬の残留基準設定について  

食品中の農薬の残留基準設定について  

食品中の農薬の残留基準設定について  

食品中の農薬の残留基準設定について  

食品中の農薬の残留基準設定について  

食品中の農薬の残留基準設定について  

食品中の農薬の残留基準設定について  

食品中の農薬の残留基準設定について  

食品中の農薬の残留基準設定について  

食品中の農薬の残留基準設定について  

食品中の農薬の残留基準設定について  

食品中の農薬の残留基準設定について  

食品中の農薬の残留基準設定について  

資料4－1－1  

資料4－2－1  

資料4－3－1  

資料4－4－1  

資料4－5－1  

資料4－6－1  

資料4－7－1  

資料4－8－1  

資料4－9－1  

資料4－10－1  

資料4－11－1  

資料4－12－1  

資料4－13－1  

資料4－14－1  

資料4－15－1  

（アメトリン）  

（インダノフアン）  

（エスプロカルブ）  

（カフェンストロール）  

（クロルフェナビル）  

（シエノピラフ工ン）  

（ジチオピル）  

（シラフルオフ工ン）  

（チオペンカルブ）  

（ピラフルフエンエチル）  

（ビリフタリド）  

（フルトラニル）  

（フルベンジアミド）  

（ベンゾビシクロン）  

（メフエナセット）  

資料5  ガラス製、陶磁器製又はホウロウ引きの器具又は容器包装の規格の改正に  

ついて  

アレルギー物質を含む食品に関する表示について  

（食品衛生法施行規則（昭和23年厚生省令第23号）別表第6に定める  
特定原材料に「えび」及び「かに」を追加することについて）   

資料6  



＜報告事項＞   

報告資料1  ネオテームの規格基準「第2 添加物の部 D 成分規格・保存基準各条」  
新旧表   

特定保健用食品に係る新開発食品調査部会の審議結果について   

厚生労働省におけるリスクコミュニケーションの取組について   

体細胞クローン家畜由来食品について   

食品による窒息の現状把握と原因分析に関する研究   

報告資料2   

報告資料3   

報告資料4   

報告資料5  




